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「子どもの権利」

担当講師

知名健太郎定信 （弁護士）
開講日程・開講場所

福岡大学法科大学院

4月～7月まで

毎週水曜日 5時限

支耒Iﾉ､l谷．メッセーシ等

非行等の少年事件、いじめ・体罰などの学校における諸問題、虐待．ひきこもりなど家庭におけ
る問題などの現状を把握したうえで、

らいたいと考えています。

子どもの権利という視点から、

子どもの権利にかかわる問題に対する考え方を身につけるも

法律家等子どもにかかわるひとが果たすべき役割について、考え、
理解を深められるような講義を目指します。

到達目標

1．少年非行に関して、少年法の理念、少年事件の背景、少年審判手続及びその後の処遇について、
体系的に理解したうえで、少年の権利を擁護しつつ、
添人活動を学ぶ。

更生を図るため弁護士付添人が実施すべき付

2．学校における諸問題、家庭における諸問題等について、『子どもの権利』の視点から考える能力
を身につける。

3・子どもの権利条約を踏まえて、『子どもの権利』を現実の場面にどう反映させるべきかを、理解
する 。

呪(頁計1曲の万法

定期試験は行いません。

レポート等の提出物の内容と、 授業での発言等の状況に基づいて評価します。
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授業科目名 子どもの権利 期別 前期 授業形態 講義

担当名 知名健太郎定信 単位数 2 開講年次 2

授業科目の概要

プr1』弓子q'ジン今r~雪尹1十、 v・し”・1千画Ij'ょとじﾉ子ⅨにねIフo語向題、眉待・ひきこも

把握したうえで、子どもの問題についての共通した考え方を身につける。そのう
律家等子どもにかかわる者の果たすべき役割について、考え、理解を深める。

りなど家庭における問題などの現状を

えで、子どもの権利という視点から法

到達目標

l.少牛非行に関して、少年法の理念、少年事件の背景、少年審判手続及びその後の処遇について、体系的に理解した

うえで、少年の権利を擁護しつつ、更生を図るための弁護士付添人が実施すべき付添人活動を学ぶ。

2・子どもの権利に関する学校における諸問題、家庭における諸問題等について、子どもの権利の視点から考える能力
を身につける。

3．子どもの権利条約を踏まえて、子どもの権利を現実の場面にどう反映させるべきかを、理解する、

成績評価基準および方法

評伽全準は、到達日標の達成による。定期試験は行わず、授業での発言状況、レポートの内容を評価対象とする。

おおよその基準としては授業での発言（頻度、内容）を50パーセント、レポート等提出物を50パーセントの割合で
評価する。

テキストおよび参考文献

＆窪一寸冬『皿』返小ツ具丹ノ、ツQ処､安〃aのobUノピi王のりまぜん。

①少年法講義（武内謙治著・日本評論社）
②少年法実務講義案（三訂補訂版） （司法協会）
③非行少年のためにつながろう1少年事件における連携を考える（岡田行雄編著
④少年事件付添人マニュアル（福岡県弁護士会子どもの権利委員会・日本評論社）

･現代人文社）

履修上の留意点、準備学習等（事前・事後学習）

ナどもの問題がその根底ではつながりがあることなどを意織できるようになってください。

基本的に予習は必要ありません（必要がある場合は、事前に告知します｡)。

講義後により、深く学びたい場合には、参考文献などを参照してください。

授菜計画および内容等

第1回

｢子どもの権利」

の概要～成人と少

年の違いとは

なぜI子どもの権利」という概念が重要なのか。

子どもには、どのような特色があり、成人とは異なる部分があるのか

第2回
少年審判概説．

付添人活動(1)

-fどもが非行を起こした場合に行われる「少年審判」について学びます。

また、 「少年審判」において、弁護士等の付添人がどのような立場で、どのような活
動を行うのかを具体的な事例をもとに説明します。

第3回 付添人活動(2)

非行事実に争いがある事例を前提にしつつ、否認事件における付添人活動について、
具体的事例をもとに説明します。

検察官送致となったあとの少年の裁判員裁判について学びます。

第4回
少年の処遇(1)

～少年院での処遇

少年審判の結果､保護処分となった場合のうち、少年院送致となった場合の処遇を学
びます。
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第5回 少年の処遇(2)

少年審判の結果､保護処分となった場合のうち、保護観察となった場合（審判での保

護観察、少年院出院後の保護観察）の処遇・サポートについて学びます。

第6回
少年への支援(1)

～就労支援～

少年を更生されるための就労支援、居住支援について勉強します。

第7回
少年への支援(2)

～民間団体～

少年の更生を支えるための民間団体の活動を

少年を支える環境の調整や少年の保護者への支援について、説明します。

第8回 少年法(1)

少年審判の動向、少年審判の対象、手続きの関与者、少年審判の流れなどについて、

学びます。

第9回 少年法(2)

捜査段階における少年被疑者の取り扱い、家庭裁判所送致後の少年の身体拘束手続

き、審判手続き、審判の種別、不服申立手続、検察官送致された少年被告人の刑事手
続きなどを学びます。

第10回 児童相談所の活動

児童相談所職員の識演（予定）を通じて、児童虐待に対する諸機関の活動内容や相互

連携について学びます。

第11回 児童養護施設

児童養護施設､里親制度などの現状と、そこで生活する子どもたちへの支媛について

学びます。

第12回
引きこもり

への対応

引きこもりの現状、原因とそれに対す｡又壷、非何と引さーもりUﾉ閑1示'よとwﾆｰﾉv，L

考えます。

第13回 学校問題

不登校、体罰、いじめの問題やフリースクールについて考えます。

学校での諸問題と子どもの権利の結びつきについて学びます。

第14回 子どもの権利条約

子どもの権利条約の理念、一般原則、重要な条項について、学びます。

また、我が国における子どもの権利の状況が条約に沿ったものであるかを検討しま
す◎

第15回 ディスカッション

これまでの講義を踏まえて、ディスカッションを行います、

関連URL -

億考楓

授業のうち、3～5回程度、実際の実務に携わっている外部団体の方に来ていただき、現場の具体的な話を聞く予定で
す。外部の方との日程調整の関係で、授業の順番等変更がある場合があります。

状況が許せば、少年院等の施設の見学を行います。



｢民事執行・保全の実務」

担当講師

弁護士瀧本 直

開講日程・開講場所

開講日程後期・水曜日5限の予定

開催場所福岡大学法科大学院

1支耒lﾉ､I谷．メッセーシ等

1 授業内容

民事執行法及び民事保全法について，実務に即した基礎的講義を行う。
講義の中で,申立書の書式等を活用しながら,実務的な取り扱いについても説明を行う。
民事執行においては， 担保権の実行である担保不動産競売・担保不動産収益執行，抵当

権に基づく物上代位が中心となることから， 最高裁判例及び近時の裁判例等を踏まえて，
実務的に問題となる事項を取り上げて説明及び討論をする。
また ， 民事執行は個別執行であり， これに対し破産は包括執行であることから，両者の

関係が問題となるため，破産の基本的事項も説明する。
民事保全においては，主として

ける被保全権利の関係で，

討も行う。

， 将来の強制執行の準備となることから，保全命令にお

訴訟物・請求原因等の民事訴訟の基本的事項及び要件事実の検

本年度は，令和元年改正法の骨子を授業内容として追加する。

2授業方法

事前に設問及びレジュメを配布するので， 設問を検討して授業に臨むことになる。
授業において，まず，各単元における基本的事項の説明を行い，

議論をし，理解を深める。

また , 実務的に注意すべき事項を取り上げる。

設問の検討を通じて，

峡買冒子1mの〃法

試験結果70パーセント

平常点 30パーセント
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科目名「クラス名」 （サブタイトル）

民事執行・保全の実務

担当教員 誼本直

授業形態 実務経験

2021-02-1514:32:42

単位数 開講年次

2 2

銅
捌

科目水準 試験実施

淵授禦の概要
授業計画および内容等

第1回民事執行法総騰

民事訴訟と民事執行との関係

民事執行の意稜，機能，種類

金銭執行の概要，非金銭執行の
概要

権利判定手鏡である民事読訟と権利実現手続である民事執行および将
来の民事執行の準備である民事保全手続の関係の理解を深める。

そのため，民事訴訟や基本的な要件事実および担保法についても購義
で取りあげる。

また，民事執行と破産手続とは緊密な関係があるので，破産法の基本
的事項も講義でとりあげる。

第2回民事保全法総論

民事訴舩と民事保全との関係

民事訴訟の翫訟物と民事保全の

保全物との関係

民事保全の種類，特質・保全命

令の発令と保全執行の概要

鱒到達目漂

実務的な具体例，最高裁判所判例の學例の検討を通じて，民事執行。
民事鮭の雲的内容および実務的な問題点を理解する。

鮴…鵬準および方法
第3回強制執行の要件と手続－そのユ

執行機関の意蕊・種類

執行当事者の意謡・能力等

侭務名蕊の意義・種類および

執行文の憲義・種類

(基準）民事執行および民事保全の基本的事項および実務的な問題点の
理解度並びに麗義で取り上げる最高裁判所判例の理解度に基づい
て評価する。

(方濁定期試験（70％）およて脇義における発言，質疑応答等の平
常点（30％）で副面する。

第4回強制執行の要件と手続－その2

強制執行の対象財産とそれに
粋テキストおよび参考文献

応じた強制執行手綿・強制執行

の開始要件

強制執行の障害事由一破産手続

・民事再生手統・会社更生手鏡
との関係

教科書：上原敏夫・長谷部由紀子・山本和彦『民事糊テ・保全法

第6版』侑斐閣・有斐閣アルマ,2020年3月，
定価2,310円, ISBN978-4-641-22153-6)

参考密：上原毒・長谷部由紀子・山本和彦縄K民事執行・保全

判例百選第2版』 （有斐閣・別冊ジユリスト208,
2012年3月，定価2,376円,ISBN978-4-641-11508-8)

レジュメは溺獅1退腿前に配布し，判例資料等は必要に応じて配布す
る。

第5回違法執行・不当執行

違法執行と不当執行の概念

執行異蟻と執行抗告の意義・内容

謂求異議訴訟と第三者異讃断訟の
概念・内容

鱒履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）

第6回金銭執行－その1

金銭執行の対象財産の特定・選択

およびそれに応じた執行手続

財産開示手続の意蕊・要件・効果

不動産に対する強制執行

この科目を履修するにあたっては，民事訴舩手続(判決手続）および
担保物件法を履修しておくことが望ましい。

各授業のレジュメにおいて股間を股け，授業前に同設問を検討してお
くこと（事前学習に1時間霊）。



授業で取り上げた最高裁判所判例を復習すること毎週授業後には，授業で頂

(事後学習に1時間程度） 。 第7回金銭執行－その2

強制管理の意競・要件。 ・効果

船舶等の準不動産に対する

強制執行

動産に対する強制執行

第8回金銭執行－その3

債枢およびその他の財産権に

対する強制執行

動産引渡鏑求権の蓬押え・執行

第9回担保権の実行－その1

担保鯉の実行と強制執行との関係

担保不動産競売

第10回担保権の実行－その2

担保不動産収益執行

抵当権に基づく物上代位に関する

最高裁判所判例の検討

第11回配当手続等

担保権と公租公課の関係

･配当手続・弁済金交付手続

配当異溌訴訟の意蕊・要件・手続

第12回非金銭執行

直接強制・代替執行

・間接強制の関係

作為・不作為請求権の執行

意思表示謂求権の執行

第13回執行妨害とその対策・令和元年改正

法

民事執行法上の保全処分の概要

抵当橘に基づく妨害排除購求に

関する最高裁判所判例の検討

令和元年改正法の骨子

第14回民事保全一仮差押

仮差押命令手続

仮差押命令の執行手続

第15回民事保全一仮処分

仮処分手続

仮処分命令の執行手綱

保全命令に対する不服申立て



「 ジェンダーと法」

担当講師

弁護士柏熊志薫

開講日程・開講場所

2021年前期

4月9日から7月16日まで

毎週金曜14 ：40～16 : 10

九州大学法科大学院講義棟（六本松地区）

授業内容・メッセージ等

ジェンダーとは、社会的・文化的に作り上げられた性差ないし性別をいいます。私たちは固定
観念や偏見（バイアス）にとらわれ、この性差を無意識無批判に受容していることが少なくあり
ません。

憲法では男女平等が謡われていますが、法学や司法の分野において平等な中立性を実現できて
いるのでしょうか。残念ながら、判例・学説や法曹実務家の意識の中にもジェンダーバイアスが

存在します。ジェンダーにより差別を受けた者が司法的救済を受けようとしても、法曹実務家が
ジェンダーバイアスを克服しなければ二次的被害を受けて救済を受けられないおそれがありま

す。これでは、司法が本来機能して実現されるはずの法の正義が実現できません

講義では、まず､社会及び司法におけるジェンダーバイアスの存在を認識し、これを法律実務の

場に持ち込むことの危険性についての理解を深めていきます。そして、学生が学ぶ法律、法解釈
と経験している日常生活から、ジェンダーバイアスの存在を認識できる視点を養成し、ジェンダ
－バイアスにとらわれない法曹養成を目指します。

具体的には、法曹が日常業務の中で接する生の事実、法的手続、法制度、法解釈を題材として、
(1)ジェンダーの視点でどのような問題があるか

(2)問題解決のために、従来の法制度や法解釈の枠組みをどのように再構築すべきか

を中心として、法曹の「常識」の中にあるジェンダーバイアスの認識と解消を目指します。
｢ジェンダーと法」の講義では、物事を見る際の、一つの視点「ジェンダーという観点からどう

か」を理解・獲得することも目的にします。

成頼評仙の万法

成績は、一定の水準の素養が身についたかを評価するため、 授業中に実施するレポートの内容

(30％）と、出席状況及びテーマに関する授業中の意見発表を含む発言等（70％）によって、
総合的に判断します。



･ジェンダーチェック

シエンター法字の基礎知謂

ヨ本の現状（国際朴令の動

授業科目名
ジェンダーと法

GenderEqualityandLaw

授業科目群 展開・先端科目

標準学年 2 ． 3年次

必修･選択の区別 選択

開講学期 前期

開講曜日･時限 金曜日・4時限

単位数 2単位

担当教員名 柏熊志薫(Kashikuma Shinobu )

授業の目的

ジェンダーとは、社会的・文化的に作り上げられた性差ないし性別をいいます。私た

ちは固定観念や偏見（バイアス）にとらわれ、この性差を無意識無批判に受容してい

ることが少なくありません。

憲法では男女平等が誼われていますが、法学や司法の分野において平等な中立性を実

現できているのでしょうか。残念ながら、判例・学説や法曹実務家の意識の中にも

ジェンダーバイアスが存在します。ジェンダーにより差別を受けた者が司法的救済を

受けようとしても、法曹実務家がジェンダーバイアスを克服しなければ二次的被害を

受けて救済を受けられないおそれがあります。これでは、司法が本来機能して実現さ

れるはずの法の正義が実現できません

講義では、まず、社会及び司法におけるジェンダーバイアスの存在を認識し、これを

法律実務の場に持ち込むことの危険性についての理解を深めていきます。そして、学

生が学ぶ法律、法解釈と経験している日常生活から、ジェンダーバイアスの存在を認

識できる視点を養成し、ジェンダーバイアスにとらわれない法曹養成を目指します。

履修条件

到達目標 カリキュラムマップ、到達目標科目対応表及び学修ロードマップを参照のこと。

授業の概要

法曹が日常業務の中で接する生の事実、法的手続、法制度、法解釈を題材として、

(1)ジェンダーの視点でどのような問題があるか

(2)問題解決のために、従来の法制度や法解釈の枠組みをどのように再構築すべきか

を中心として、法曹の「常識」の中にあるジェンダーバイアスの認識と解消を目指し

ます。












